
航
空
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

航
空
法
の
一
部
改
正

一

航
空
の
脱
炭
素
化
の
推
進

１

目
的
の
改
正

航
空
法
の
目
的
と
し
て
、
航
空
の
脱
炭
素
化
を
推
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
第
一
条
関
係
）

２

航
空
脱
炭
素
化
推
進
基
本
方
針

国
土
交
通
大
臣
は
、
航
空
の
脱
炭
素
化
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
方

針
（
以
下
「
航
空
脱
炭
素
化
推
進
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
三
十
一
条
の
二
の
七
関
係
）

３

航
空
運
送
事
業
脱
炭
素
化
推
進
計
画

本
邦
航
空
運
送
事
業
者
は
、
単
独
で
又
は
共
同
で
、
航
空
運
送
事
業
の
脱
炭
素
化
の
推
進
を
図
る
た
め
の
計
画
（

(1)
以
下
「
航
空
運
送
事
業
脱
炭
素
化
推
進
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ



と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

国
土
交
通
大
臣
は
、
航
空
運
送
事
業
脱
炭
素
化
推
進
計
画
が
航
空
脱
炭
素
化
推
進
基
本
方
針
に
適
合
す
る
も
の
で

(2)
あ
る
こ
と
等
の
基
準
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

の
認
定
を
受
け
た
本
邦
航
空
運
送
事
業
者
（
以
下
「
認
定
航
空
運
送
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
認
定
に

(3)

(2)
係
る
航
空
運
送
事
業
脱
炭
素
化
推
進
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
三
十
一
条
の
二
の
八
関
係
）

４

事
業
計
画
の
変
更
の
特
例

認
定
航
空
運
送
事
業
者
が
３
の

の
認
定
（
３
の

の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
）
を
受
け
た
航
空
運
送
事
業
脱
炭
素

(2)

(3)

化
推
進
計
画
（
以
下
「
認
定
航
空
運
送
事
業
脱
炭
素
化
推
進
計
画
」
と
い
う
。
）
に
従
っ
て
措
置
等
を
実
施
す
る
た
め

航
空
法
第
百
九
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
等
に
は
、
当
該
計
画
の
認
定
を
受
け
た
と
き
に
、

認
可
を
受
け
た
も
の
等
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
三
十
一
条
の
二
の
九
関
係
）

５

空
港
脱
炭
素
化
推
進
協
議
会
に
対
す
る
協
議
の
求
め

認
定
航
空
運
送
事
業
者
は
、
第
二
の
一
の
４
の
空
港
脱
炭
素
化
推
進
協
議
会
（
当
該
認
定
航
空
運
送
事
業
者
を
構
成



員
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
、
認
定
航
空
運
送
事
業
脱
炭
素
化
推
進
計
画
の
円
滑
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
に

必
要
な
協
議
を
行
う
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
三
十
一
条
の
二
の
十
関
係
）

６

指
導
及
び
助
言

国
は
、
認
定
航
空
運
送
事
業
者
に
対
し
、
認
定
航
空
運
送
事
業
脱
炭
素
化
推
進
計
画
に
係
る
措
置
の
的
確
な
実
施
に

必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
三
十
一
条
の
二
の
十
一
関
係
）

７

認
定
の
取
消
し

国
土
交
通
大
臣
は
、
認
定
航
空
運
送
事
業
脱
炭
素
化
推
進
計
画
が
３
の

の
基
準
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る

(2)

と
き
等
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
三
十
一
条
の
二
の
十
二
関
係
）

８

関
係
者
の
協
力

国
土
交
通
大
臣
及
び
航
空
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
、
空
港
等
の
設
置
者
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
航
空
の
脱
炭
素
化

に
関
し
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
三
十
一
条
の
二
の
十
三
関
係
）

二

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
航
空
運
送
事
業
基
盤
強
化
方
針
等
の
特
例



１

航
空
運
送
事
業
基
盤
強
化
方
針
の
記
載
事
項
の
変
更

国
土
交
通
大
臣
は
、
航
空
運
送
事
業
基
盤
強
化
方
針
に
令
和
三
年
度
の
料
金
減
免
の
内
容
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め

た
場
合
に
お
い
て
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
料
金
減
免
を
行
う
と
き
は
、
当
該
事
項
を
令
和
三
年
度
及

び
令
和
四
年
度
の
料
金
減
免
の
内
容
等
に
関
す
る
事
項
に
変
更
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。（

附
則
第
五
条
第
二
項
関
係
）

２

航
空
運
送
事
業
基
盤
強
化
計
画
の
記
載
事
項
の
特
例

１
の
場
合
に
お
い
て
は
、
航
空
運
送
事
業
基
盤
強
化
計
画
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
そ
の
ま
ん
延
防

止
の
た
め
の
措
置
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
必
要
と
さ
れ
る
設
備
投
資
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
も
記
載
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

（
附
則
第
五
条
第
三
項
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

空
港
法
の
一
部
改
正

一

空
港
の
脱
炭
素
化
の
推
進

１

目
的
の
改
正



空
港
法
の
目
的
と
し
て
、
空
港
の
脱
炭
素
化
を
推
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
第
一
条
関
係
）

２

国
土
交
通
大
臣
で
あ
る
空
港
管
理
者
に
よ
る
空
港
脱
炭
素
化
推
進
計
画
の
作
成
等

国
土
交
通
大
臣
で
あ
る
空
港
管
理
者
は
、
そ
の
管
理
す
る
空
港
の
脱
炭
素
化
の
推
進
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下

(1)
「
空
港
脱
炭
素
化
推
進
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

国
土
交
通
大
臣
で
あ
る
空
港
管
理
者
は
、
空
港
脱
炭
素
化
推
進
計
画
に
空
港
の
脱
炭
素
化
の
た
め
の
事
業
（
以
下

(2)
「
空
港
脱
炭
素
化
推
進
事
業
」
と
い
う
。
）
等
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
業
の
実
施

主
体
と
し
て
定
め
よ
う
と
す
る
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

空
港
脱
炭
素
化
推
進
計
画
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
実
行
計
画

(3)
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
四
条
関
係
）

３

国
土
交
通
大
臣
以
外
の
空
港
管
理
者
に
よ
る
空
港
脱
炭
素
化
推
進
計
画
の
作
成
等
及
び
認
定

空
港
管
理
者
（
国
土
交
通
大
臣
を
除
く
。

及
び

に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
空
港
脱
炭
素
化
推
進
計
画
を
作
成

(1)

(2)

(4)

し
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



２
の

及
び

の
規
定
は
、
空
港
管
理
者
が
空
港
脱
炭
素
化
推
進
計
画
を
作
成
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
も

(2)

(2)

(3)

の
と
す
る
こ
と
。

国
土
交
通
大
臣
は
、

の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
空
港
脱
炭
素
化
推
進
計
画
が
航
空
脱
炭
素
化

(3)

(1)

推
進
基
本
方
針
等
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
等
の
基
準
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認

定
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

の
認
定
を
受
け
た
空
港
管
理
者
（
以
下
「
認
定
空
港
管
理
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
認
定
に
係
る
空
港
脱
炭

(4)

(3)
素
化
推
進
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
第
二
十
五
条
関
係
）

４

空
港
脱
炭
素
化
推
進
協
議
会

空
港
脱
炭
素
化
推
進
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
空
港
管
理
者
は
、
空
港
脱
炭
素
化
推
進
計
画
の
作
成
及
び
実
施

(1)
等
に
関
し
必
要
な
協
議
を
行
う
た
め
の
協
議
会
（
以
下
「
空
港
脱
炭
素
化
推
進
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
組
織
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

の
規
定
に
よ
り
空
港
脱
炭
素
化
推
進
協
議
会
を
組
織
す
る
空
港
管
理
者
は
、
空
港
脱
炭
素
化
推
進
協
議
会
に
お

(2)

(1)



い
て
協
議
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
指
定
空
港
機
能
施
設
事
業
者
等
で
あ
っ
て
空
港
脱
炭
素
化
推
進
協
議
会

の
構
成
員
で
あ
る
も
の
に
、
当
該
協
議
を
行
う
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
当
該
通
知
を
受
け

た
者
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
通
知
に
係
る
事
項
の
協
議
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。

指
定
空
港
機
能
施
設
事
業
者
及
び
認
定
航
空
運
送
事
業
者
は
、
空
港
脱
炭
素
化
推
進
協
議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
な

(3)
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
空
港
管
理
者
に
対
し
て
、
空
港
脱
炭
素
化
推
進
協
議
会
を
組
織
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

指
定
空
港
機
能
施
設
事
業
者
等
で
あ
っ
て
空
港
脱
炭
素
化
推
進
協
議
会
の
構
成
員
で
な
い
も
の
は
、
空
港
脱
炭
素

(4)
化
推
進
協
議
会
を
組
織
す
る
空
港
管
理
者
に
対
し
て
、
自
己
を
空
港
脱
炭
素
化
推
進
協
議
会
の
構
成
員
と
し
て
加
え

る
よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該
申
出
を
受
け
た
空
港
管
理
者
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を

除
き
、
当
該
申
出
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

空
港
脱
炭
素
化
推
進
協
議
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
構
成
員
以
外
の
関
係
行
政
機
関
等
に
対

(5)
し
、
資
料
の
提
供
等
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



空
港
脱
炭
素
化
推
進
協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
っ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
空
港
脱
炭
素
化
推
進
協
議
会
の
構
成

(6)
員
は
そ
の
協
議
の
結
果
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
六
条
関
係
）

５

航
空
法
の
特
例

認
定
空
港
管
理
者
が
３
の

の
認
定
（
３
の

の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
）
を
受
け
た
空
港
脱
炭
素
化
推
進
計
画
（

(3)

(4)

以
下
「
認
定
空
港
脱
炭
素
化
推
進
計
画
」
と
い
う
。
）
に
従
っ
て
空
港
脱
炭
素
化
推
進
事
業
を
実
施
す
る
た
め
航
空
法

第
四
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
当
該
計
画
の
認
定
を
受
け
た
と
き
に
、
許
可
を

受
け
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
七
条
関
係
）

６

国
有
財
産
法
の
特
例

国
は
、
国
有
財
産
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
空
港
脱
炭
素
化
推
進
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
、

行
政
財
産
を
空
港
脱
炭
素
化
推
進
計
画
（
国
土
交
通
大
臣
が
作
成
し
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
認
定
空
港
脱
炭
素
化
推

進
計
画
に
定
め
ら
れ
た
空
港
脱
炭
素
化
推
進
事
業
の
実
施
主
体
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該
貸
付

け
の
期
間
は
、
三
十
年
以
内
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
八
条
関
係
）

７

指
導
及
び
助
言



国
は
、
認
定
空
港
管
理
者
又
は
認
定
空
港
脱
炭
素
化
推
進
計
画
に
定
め
ら
れ
た
空
港
脱
炭
素
化
推
進
事
業
の
実
施
主

体
に
対
し
、
当
該
認
定
空
港
脱
炭
素
化
推
進
計
画
に
係
る
措
置
の
的
確
な
実
施
に
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
九
条
関
係
）

８

認
定
の
取
消
し

国
土
交
通
大
臣
は
、
認
定
空
港
脱
炭
素
化
推
進
計
画
が
３
の

の
基
準
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
等
は

(3)

、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

そ
の
他
関
係
法
律
の
一
部
改
正

関
西
国
際
空
港
及
び
大
阪
国
際
空
港
の
一
体
的
か
つ
効
率
的
な
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
及
び
民
間
の
能
力
を
活
用

し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
四

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）



二

所
要
の
経
過
措
置
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
関
係
）

三

こ
の
法
律
の
施
行
状
況
等
に
関
す
る
検
討
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
四
条
関
係
）

四

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
関
係
）


